
第２期広島県地域福祉支援計画に係る令和７年度事業の実施状況

事業名等 事業内容の実績（R7年度）
モニタリング指

標
の有無

　特定のモデル地域において、県民や地域の関係機関等に対し、課題が潜
在化・重篤化する場合の共通点を調査し、早期発見・重篤化防止のための取
組を検討し、福祉的な悩みを抱える人が早期に支援につながる仕組み・環境
づくりを推進します。

・地域共生社会推進事業（県民理解の促進） 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・人権施策推進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・わたしらしい生き方応援社会づくり事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

　市町や関係団体、企業等との連携や協力を得ながら、「あいサポート運動」
の多様な取組を継続して展開し、この運動に賛同・参画する人や企業を増や
すことを通じて、障害や障害者に関する県民の理解促進や行動促進を図りま
す。

・「あいサポートプロジェクト」実施事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（１）
　小地域福祉活動等の更なる充実を図るため、県社会福祉協議会と連携・協
働して、地域活動を担う人材の育成や活動支援等に取り組みます。

・社会福祉協議会補助金
　市町社協職員や福祉活動専門員などを対象とした研修及び訪問指導
を実施。（例：支え合い活動リーダー等養成研修ほか）

無

○学習指導要領に基づいた発達段階に応じた児童・生徒の福祉等につ
いて理解を深める教育活動を実施
・小学校では、総合的な学習の時間において、「みんなが住みやすい町
をめざして」というテーマのもと、妊婦体験や障害体験、高齢者体験など
を通して、多様な人々を理解し、自分たちにできることを実践的に探究す
る学習を行った学校がある。
・中学校では、技術・家庭科において、社会福祉協議会から高齢者疑似
体験セットを貸与し、立ち上がりや歩行などの介助の方法など体験的な
活動を通して、実感を伴って高齢者との関わり方を理解する学習を行っ
た学校がある。
・研究協議会等で各学校の取組を交流し、普及を図った。

無

・令和７年５月に開催された「第８回広島県高校生介護技術コンテスト」
に福祉を学ぶ高等学校６校の高校生が出場し、日頃身に付けた介護技
術の発表等を行った。
・出前授業や魅力発信イベントの開催について、関係高等学校への周
知を図った。
・教員の指導力向上に向け、広島県高等学校教育研究会福祉部会が主
催する公開授業研究等において指導主事による指導助言等を行った。
・高等学校では、自治体や社会福祉法人と連携して、障害のある方と生
徒が交流するレクリエーションイベントを企画・運営した。

無

（３）

○民生委員・児童委員が、地域の複雑・多様化した相談に対応できるよう、
「民生委員・児童委員活動の手引」の改訂や、県民生委員児童委員協議会
や地区民生委員児童委員協議会が行う研修会等への支援を行い、その質
の向上を図ります。
○また、困りごとを抱えた人の早期把握・早期支援のために、地域住民をは
じめとする多様な主体が、民生委員・児童委員や生活支援コーディネーターと
連携する市町の取組を支援します。
○民生委員・児童委員の負担軽減やなり手の不足への対応のため、民生委
員・児童委員が活動しやすい環境づくりに向け、広く住民等に対し、制度の周
知やその活動内容等の普及啓発を行います。
○個々の民生委員・児童委員が負担を抱え込まないよう、市町及び県民生
委員児童委員協議会や地域住民と協働・連携し、活動しやすい環境づくりに
ついて支援します。

・民生委員・児童委員費

○民生委員・児童委員が地域の複雑・多様化した相談に対応できるよ
う、「民生委員・児童委員活動の手引」の改訂
○広島県民生委員児童委員協議会が行う研修事業及び地域の民生委
員児童委員協議会の運営に要する費用に対し補助を実施
○県の広報ツール（デジタルサイネージ、商業施設へのチラシ配下等）
を活用し、県民への理解促進を実施

無

（４）
　安定的な雇用環境の創出を図り、地域社会の維持と地域経済の活性化に
貢献する「地域づくり人材」の確保に向け、市町における特定地域づくり事業
協同組合制度の活用推進に取り組みます。

・特定地域づくり事業協同組合制度
・現在、３市町が特定地域づくり事業協同組合を設立済み（東広島市、
安芸太田町、神石高原町）
・市町に対し、制度説明を実施

無

（５）
　実践的な地域づくりのフィールドワークやノウハウを学ぶ人材養成塾などを
通じて、身近な生活課題の解決に取り組む人材を育成していきます。

・ひろしま里山・人材力加速事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（６）

　県社会福祉協議会と連携し、ボランティアコーディネーターの育成研修の開
催や、大学、地縁組織、ＮＰＯ、地元企業、社会福祉法人などの多様な主体
が連携するネットワークの構築などによりボランティアセンターの機能強化を
図るとともに、啓発・広報等を通じて、新たな担い手の参加促進に取り組みま
す。

○担い手づくり・連携支援事業
・県社協ボランティア活動・福祉教育推進委員会の開催（２回）
・福祉教育推進セミナーの開催（１回）
・広島県福祉教育推進研修の実施（１回）
・市町社協ボランティア活動・福祉教育担当者会議の開催（１回）
・ボランティアコーディネーション研修の実施（１回）
・その他、市町VC活性化を目的とした市町訪問　など

（７）

　大規模災害や感染症流行時における災害に備えて、県被災者生活サポー
トボラネット推進会議において、災害ボランティアの確保やＩＣＴの活用策等の
検討、市町社会福祉協議会の職員に対する研修などにより、災害発生時に、
速やかに被災者生活サポートボランティアセンター（災害ボランティアセン
ター）が設置され、効果的な支援が展開されるよう取り組みます。

○災害ボランティアセンター設置運営研修棟支援事業
・被災者生活サポートボラネット推進会議の開催（２回）
・　　　　　　　　　　　　　　　　〃　課題別部会の開催（２回）
・市町被災者生活サポートボラネット運営者会議の開催（１回）
・被災者生活サポートボランティアセンター運営者養成研修の実施（２
回）
・被災者生活サポートボラネットIT支援力強化に関する取組
・災害用資機材ストックヤードの運用
・市町被災者生活サポートボランティア活動研修会及びネットワーク会議
等の運営支援

・社会福祉協議会補助金
・広島県ボランティアセンター事業費補助金

無

（２）

（１）

　個々人の性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め合
い、尊重し合う意識の醸成のための啓発を引き続き行うとともに、社会情勢
の変化や新たに発生する人権課題などを踏まえた取組を行います。
　また、啓発の実施に当たっては、間違った知識や誤った認識が多くの人権
侵害の要因となっていることを踏まえ、多様性に関する正しい理解の浸透を
図るとともに、対象となる課題に合わせて体験学習を取り入れるなど、日常
生活の中に反映されるような実践的な講座を拡大していきます。

・学校と地域等が連携した福祉教育の推進

分野別施策（地域福祉計画掲載ページ）

Ⅰ　地域共生社会に対する理解の促進（P.20～22）

１　県民の理解と行動の促進（P.20～21）

２　多様性等への相互理解の促進（P.22）

Ⅱ　多様な主体による支え合いの促進（P.23～33）

１　地域活動に携わる多様な担い手づくり（P.23～25）

　学校と地域等が連携した福祉教育の取組を推進し、家族や仲間、地域の
人々、地域の高齢者や障害のある人たちの生活を理解するとともに、体験
的・実践的な活動を通じ、児童・生徒が自ら主体的に社会的な課題へ関わっ
ていく意欲や実践する力を養います。

資料 1-２



（１）

　県内の社会福祉法人に対し、国が作成する「地域における公益的な取組」
の好事例集等を定期的に周知することで、各法人の積極的な活動を喚起す
るとともに、個別の相談に対する助言等により、それぞれの地域・法人に適し
た取組を促します。

・社会福祉法人の地域公益活動の好事例共有

・国が作成する全国の地域における公益的な取組の好事例集を県所管
法人及び市町担当課への通知により周知
・他法人の事例や好事例集を基にした助言
　取り組めていない法人については、地域の状況や法人の規模が似た
他法人の取組を参考にするよう助言
・法人が毎年届け出る現況報告書への記載依頼
  法人が毎年６月末までに所轄庁へ届け出た上で公表される現況報告
書への取組の記載を依頼
　現況報告書へ記載のない法人については、法人監査時に、取組状況
を確認した上で記載を依頼

無

（２）
　企業や子育て支援者・団体等と連携し、多様化する子育て家庭のニーズに
応じた子供や子育て家庭に優しいサービスの提供を促進するとともに、当該
取組の共有・発信を行います。

・子育て環境改善事業
・子育てポータルサイト運営事業
・寄附を活用した子育て応援事業

指標一覧（作業様式２）に記載 有

（３）
　障害児・者の社会との交流促進等を図るため、市町における地域活動支援
センターの機能強化と地域差の解消に向け、引き続き、県内の設置状況を集
約し、情報共有を図るとともに、市町に対する財政支援を行います。

・広島県市町地域活動支援事業費等補助金

〇８月に県内の地域活動支援センターの設置状況等を集約し、県HP等
により情報共有を図った。
〇また、地域活動支援センターの機能強化を図るため、地域活動支援
センターに専門職員を配置し、医療や福祉、地域の社会基盤との連携
調整、地域ボランティアの育成等を実施した市町に対して、財政支援を
行った。

無

（４）
　それぞれの集落の状況に応じた柔軟な地域運営や創意工夫による課題解
決の取組を促進することによって、中山間地域における地域力の強化を図り
ます。

・集落対策推進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（５）

　学校等の公的機関とフリースクールなどの不登校等児童生徒を支援してい
る民間団体等との連携促進など、多様な学びの選択肢を増やす取組を通じ
て、不登校等児童生徒が学びたいと思った時に学べる環境整備に取り組み
ます。

・学びのセーフティネット構築事業（一部） 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（１）

＜普及啓発・本人発信支援＞
○　認知症に関する正しい理解を深めるため、引き続き啓発イベントを実施
するとともに、子供を含む若い世代や県が連携する企業など、地域社会を構
成する幅広い主体に対して認知症サポーター養成講座を実施します。
○　認知症の人がその個性と能力を十分に発揮し、生きがいや希望を持って
暮らすことができるよう、市町や関係団体と連携して、認知症の人からの発信
の機会が増えるよう取り組みます。
○　市町や関係団体と連携し、地域で暮らす認知症の人とともに普及啓発を
行い、また、本人ミーティング等の取組により、認知症の人及びその家族の
意見を把握するよう努めます。
○　診断直後等は認知症の受容ができず、今後の見通しにも不安が大きい
ことから、ピアサポーターによる心理面、生活面に関する相談活動を支援しま
す。

・認知症にやさしい地域づくり支援事業（一部） 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

＜認知症バリアフリーの推進＞
○　市町と連携して、認知症カフェの開催・チームオレンジによる声かけや意
見交換などにより、地域とのつながりを保ち、認知症の人とその家族が孤立
しないための関係づくりを図ります。その際、外出が困難な状況下において
は、オンラインツールの活用等も検討します。
○　認知症の人が日常生活で困った際に、周囲の理解や支援を求めるため
のヘルプカードが利用されるよう、市町に対し、利用促進に向けた周知を図り
ます。
○　認知症サポーターの更なる活動の推進に向け、市町と連携し、認知症カ
フェやチームオレンジなど、認知症サポーターが地域において積極的に活動
できる場の周知に取り組みます。
○　チームオレンジコーディネーター研修などにより、チームオレンジの立ち
上げ支援や好事例の横展開を行うことで、引き続き、市町におけるチームオ
レンジの整備に努めます。
○　認知症による徘徊や行方不明者への対応については、国、警察本部等
との連携を強化し、ホームページの特設サイト等を活用した早期発見のため
の仕組みや市町による徘徊・見守りネットワークの充実を推進していきます。

・認知症医療・介護研修事業（一部）

〇チームオレンジコーディネーター研修を開催
　【開催日】R7.10.7
　【場所等】Web
　【対象者】市町担当職員
　【内容等】チームオレンジの効果的な編成方法や運営のノウハウ等
               を伝達
　【参加者】52名

無

（３）

＜若年性認知症の人への支援＞
○　若年性認知症支援コーディネーターが、各地域の地域包括支援センター
や認知症地域支援推進員等へ迅速に情報提供を行うなど、若年性認知症の
人や家族からの相談ケースを地域の関係機関につなぐことにより、地域を含
めた支援の実行体制の構築を図り、オーダーメイド型の支援を行います。
○　若年性認知症支援コーディネーターは、市町や医療・就労・障害・介護等
の関係機関、当事者団体等との連携体制の構築に加えて、地域や関係機関
に対する若年性認知症に係る正しい知識の普及を行います。
○　若年性認知症の人が早期に適切な支援につながるよう、医療機関と支
援機関が一体となった早期の支援着手に向け、産業医や医療機関に対し、
若年性認知症支援コーディネーターや当事者団体等の支援機関について周
知を行います。
○　若年性認知症の人が役割や生きがいを持ち、社会や地域と関わり続け
られるよう、就労支援サービスによる意欲及び能力に応じた雇用の継続や円
滑な就職、障害福祉サービスや介護保険サービス等による生産活動やボラ
ンティア活動、認知症カフェなどの若年性認知症の人や家族が交流できる居
場所への参加を支援します。
○　市町が主体となって、若年性認知症の人への早期からの支援が行える
よう、市町に対し、若年性認知症支援コーディネーターの周知を積極的に行う
とともに、助言・支援や研修等を実施します。

・認知症にやさしい地域づくり支援事業（一部）

〇若年性認知症支援コーディネーター１名を設置し、相談支援を行うとと
もに、各種会議への参加を通じて、関係機関との連携を図った。
〇認知症地域支援推進員・認知症初期集中支援チーム員の合同研修
会において、若年性認知症の人の支援をテーマとし、県全体の支援の
底上げを図った。
　【開催日】R8.1.30
　【場所等】広島県国民健康保険団体連合会 国保会館
　【対象者】認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム員等
　【内容等】若年性認知症の人の支援のポイントと社会資源
　【参加者】76名
〇居場所づくりの一環として、若年性認知症の本人同士・家族同士の交
流会を開催した。（R7.4.13）

無

３　認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの促進（P.28～31）

２　社会とつながる機会・場づくりの促進（P.26～27）



（１）
　災害リスクの高い地域に居住している人々に適切な避難行動をとっていた
だけるよう、市町と連携し、自主防災組織による避難の呼びかけ体制構築・
実践の取組を促進します。

・自主防災組織の体制強化 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

　市町が進める避難行動要支援者名簿の定期的な更新や、障害の特性や地
域の実情等を踏まえた個別避難計画の作成・見直し、要支援者を含めた避
難訓練等の取組に対して、県作成ガイドラインによる助言や先行事例の共有
等により支援を行います。
　また、避難支援者の確保に向けた取組を促進するため、福祉専門職等を対
象とした研修会の開催や地域住民の理解促進を図る研修教材の提供、地域
コミュニティとの連携・協働した取組事例の共有等により、市町の取組を支援
します。

・防災と福祉の連携による個別避難計画策定促進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（３）
　福祉避難所や一般避難所の要配慮スペース等の整備・開設にあたって必
要なポイント等をまとめたガイドラインを作成するなどにより、市町が進める避
難者の特性等に応じた受入環境・体制づくりを促進します。

・防災と福祉の連携による個別避難計画策定促進事業

【避難先の確保に向けた市町支援（福祉避難所の整備促進）】
○福祉避難所等ガイドライン説明会の開催（市町向け・施設向け　合同
１回）
○福祉避難所の開設。運営訓練の実施（３回）
○広島県　福祉避難所開設・運営訓練事例集の作成
○協定締結先の大学生を対象とした「福祉的支援ボランティア制度に関
する開設動画」の作成・展開　など

無

（４）
　県災害福祉支援ネットワークの活動を通じ、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）
の周知を図るとともに、継続的に、登録員への実践的な研修・訓練を実施し
ます。

・災害福祉支援ネットワーク構築推進事業

●チーム員の新規募集
●チーム員研修の開催（基本研修１、スキルアップ研修１、先遣リーダー
研修１）
●市町と連携した派遣訓練の実施（２回）
●市町、地域へのDWAT活動の報告
●DWAT活動マニュアルの改訂

無

・重層的支援体制整備事業（交付金）
○事業実施１２市町への交付金（国庫補助）交付による支援。
○事業実施市町への相談・情報提供等による支援。

無

・地域共生社会推進事業（市町の包括的支援体制の構築支援） 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

　県、県保健所、県地域包括ケア推進センター、市町等が連携し、市町担当
者や、相談支援機関等の専門職等を対象として、「世帯まるごと」の支援の考
え方への理解や、「本人や家族の支援拒否」への対応の仕方、困難事例へ
の対応についての基礎的な研修プログラムを順次、検討・実施していきま
す。
　また、各分野専門研修や市町が行う研修等について、様々な関係者が参
加できるよう情報共有を行います。

・広島県地域包括ケアシステム強化推進事業（一部）
○広島県地域包括ケア推進センターにて、地域包括支援センター及び
市町職員、支援に関わる保健・医療・福祉・介護関係機関等を対象に、
処遇困難事例研修を開催

無

４　非常時の地域支え合い活動の促進（P.32～33）

Ⅲ　まるごと相談支援体制の構築（P.34～35）

１　分野を超えた連携体制の構築及び相談支援機能の充実（P.35）

　包括的な相談支援体制構築に向け、各市町への個別訪問や研修の場等
において、県内外の取組事例や課題等の共有・意見交換を行う機会を定期
的に設けるとともに、それぞれの市町の進捗や課題を把握した上で、総合的
な伴走支援を行います。
　また、複合的な課題や制度の狭間の問題を解決するため、各分野が連携し
て、対応できる相談支援体制の構築に取り組みます。

（１）



（１）

　各市町が目指す姿の実現に向け、進捗や課題を把握した上で、各市町や
関係機関・団体への研修・個別訪問の場等において、県内外の先行事例や
課題等の共有・意見交換を行う機会を定期的に設けるなどの支援を行いま
す。

・地域共生社会推進事業（市町の包括的支援体制の構築支援） 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

○　生活支援コーディネーターのスキルアップのため、県保健所及び県地域
包括ケア推進センターと連携し、実践事例等を踏まえた研修やアドバイザー
派遣等を行います。
○　生活支援コーディネーター同士の情報交換会などを開催し、継続的に相
談し合えるネットワークづくりの構築を支援するなどにより、質の向上を図りま
す。
○　地域内で生活支援コーディネーターの活動や、気軽に参加できる地域に
おける支え合い活動例等について、住民や専門職に周知する市町の取組を
支援します。

・広島県地域包括ケアシステム強化推進事業

○生活支援コーディネーター養成研修・育成研修・多機関合同圏域別意
見交換会を開催し、生活支援コーディネータ同士のネットワークづくりの
構築を支援し、質の向上を図った
○生活支援コーディネーター活動サポーター派遣の実施

無

（３）
　適切な支援や支え合いにつながりやすい環境づくりを促進するため、市町
とともに、地域の居場所や制度・サービス等の情報を集約して発信するなど、
つなぎ・つながる機能の充実を図ります。

・地域共生社会推進事業（県民理解の促進）

○地域共生社会づくりの県民の理解・行動を促進するためのモデル事
業の実施
・昨年度、選定した２地区のモデル事業実施地域（福山市西学区、常金
丸学区）において、関係者との調整や地域づくりのための事業を実施
・これまでの取組みや今年度の各モデル地域における取組み等を踏ま
え、課題を抱える人に対して自分たちができることについて考えるきっか
けとなる普及教材（映像媒体及び紙媒体）を製作。
・広島市、福山市において、地域づくりを学ぶ「共に生きる地域づくりセミ
ナー」を開催。

無

（１）
　各地域包括支援センターの一覧や相談できる内容のほか、介護保険制度
等について広報紙やホームページ等を通じて、情報発信を行います。

・広島県地域包括ケアシステム強化推進事業

○プレ高齢者（40歳～64歳）を対象に、地域包括支援センター認識・理
解度を計測するインターネット調査を実施
○在宅医療について認識・理解を促進するための映像（動画）の制作及
びインターネットにて広告配信等を実施
○ホームページの啓発チラシの制作及び関係機関へのチラシ発送、県
の広報ツール（商業施設へのチラシ配下等）を活用した県民への理解促
進を実施

無

（２）
　市町が行うケアラー（家族介護者等）への相談支援や介護の負担軽減等の
家族介護支援事業を通じ、レスパイトのために利用できるサービスや相談窓
口の周知、介護疲れの負担軽減に向けた取組を促進します。

・地域支援事業交付金（一部）
介護保険法の規定に基づき、市町の取組に要する費用のうち、19.25%に
相当する額を交付予定（R8.2月時点） 。
（R7交付（予定）258,551千円）

無

（３）
　ケアラー（家族介護者等）への相談体制の充実を図るため、地域包括支援
センター等で家族介護支援に関わる人材のスキル向上に向けた取組を検討
します。

・広島県地域包括ケアシステム強化推進事業
○市町職員、専門職等を対象とした、困難事例に対するアセスメント研
修等の実施

無

（４）
　当事者団体や当事者を支援するＮＰＯなど、地域内外にある支援団体や相
談窓口などを把握し、公的機関との連携が行える仕組みの検討を行います。

・地域共生社会推進事業（県民理解の促進）

（再掲）
○地域共生社会づくりの県民の理解・行動を促進するためのモデル事
業の実施
・昨年度、選定した２地区のモデル事業実施地域（福山市西学区、常金
丸学区）において、関係者との調整や地域づくりのための事業を実施
・これまでの取組みや今年度の各モデル地域における取組み等を踏ま
え、課題を抱える人に対して自分たちができることについて考えるきっか
けとなる普及教材（映像媒体及び紙媒体）を製作。
・広島市、福山市において、地域づくりを学ぶ「共に生きる地域づくりセミ
ナー」を開催。

無

（５）
　教職員のヤングケアラーに対する理解促進に向けた研修の実施など、支
援機関に適切な橋渡しができるよう教育相談体制の充実を図ります。

・教職員等への研修実施等

○教職員やスクールソーシャルワーカー等のヤングケアラーに対する理
解促進に向けた研修を実施
・生徒指導主事研修　（５月、10月）
・SC連絡協議会　年２回（４月、６月）
・SSW連絡協議会　年３回（４月、９月、１月）

無

（６）
教職員のヤングケアラーに対する理解促進に向けた研修の実施など、支援
機関に適切な橋渡しができるよう教育相談体制の充実を図ります。

・ヤングケアラー支援に係る啓発・広報業務
・ヤングケアラーコーディネーターの配置

指標一覧（作業様式２）に記載 有

（１）

　発達障害児・者が、早期から身近な地域で発達障害の特性に配慮した支
援が受けられるよう、広島県発達障害者支援センターによる機関コンサル
テーションや、ライフステージ等に応じた研修会の実施等により、支援者の質
の向上を図ります。
　また、地域支援マネジャーの派遣や、地域における発達支援の中核的な支
援機関である児童発達支援センターの機能強化等により、地域支援体制の
構築・強化をサポートします。

・発達障害者支援センター運営事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

　発達障害の家族支援体制を整備するため、ペアレント・トレーニング実施者
養成研修やペアレントメンター養成研修等の開催、地域支援マネジャーの派
遣等による、市町におけるペアレント・トレーニングやペアレントメンター事業
の導入の推進を図ります。

・発達障害地域支援体制推進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（１）

　生活困窮者自立相談支援機関における近年の多様化した相談への対応
や、包括的な相談支援の実践に向け、市町相談員の資質向上のための研修
の充実を図ります。また、任意事業の実施市町の増加に向け、市町への優
良事例の情報提供等を行います。
　生活困窮者自立相談支援機関において、連携が必要となる関係機関等を
把握・リスト化し、市町等へ周知を行います。

・生活保護法施行事務費（生活困窮者自立支援事業）

○自立相談支援員の資質向上のため、研修会を開催。
　包括的な体制づくり、居住支援などの内容で「生活困窮者自立相談支
援事業従事者研修」を4回開催した。

○市町における任意事業の実施促進のため、情報提供を行った。
・管内課長会議等において、実施状況等の情報提供を実施。
・研修会において、優良事例等の情報提供を行ったり、事業の立上げ方
などについて専門スタッフが訪問して助言を行うコンサルティング事業の
活用を促すなど、実施促進を図った。

無

（２）
　低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対する生活福祉資金の貸付と必
要な相談支援を行い、当該世帯の方が経済的に自立し、安定した生活が送
れるように支援します。

・生活福祉資金貸付制度補助金 県社協が実施する、福祉資金等の貸付・相談事業への活動助成。 無

（３）

若年無業者（ニート）を支援するため、次の取組を推進します。
　・　各種相談対応や職業意識啓発のため、グループワーク等のプログラム
等を実施
　・　心の病を持つ若者を支援するため、臨床心理士による定期相談を実施
　・　就労意識の高揚を図るため、企業人講話、職場体験及び各種支援プロ
グラムを実施
　・　多機関との連携・情報共有を図るため、臨床心理士会、ＮＰＯ、福祉保健
機関、教育機関等とのネットワーク会議を開催

・若者自立支援プロジェクト事業

○若年無業者（ニート）等に対し、職業的自立に向けた各種相談、グ
ループワーク及び職業意識啓発のためのプログラム等を実施した。
○また、臨床心理士による相談を月２回以上実施した。
○社会や職業へのふれあい機会の提供として、企業人講話（年10回以
上）、職場見学・体験（年６回以上）及び各種支援プログラム（月平均10
回以上）を実施した。
○関係機関との連携・情報共有を図るため、毎月、広島労働局をはじめ
とする関係者が集まり、サポステの運営状況について情報共有を行って
いる。

無

Ⅳ　つなぎ・つながる機能の充実・強化（P.36～37）

１　つなぎ・つながる機能の充実・強化（P.37）

Ⅴ　支援につながりにくい人・世帯へのアプローチ（P.38～45）

１　ケアラー（家族介護者等への支援の充実）（P.38～39）

２　発達障害児・者への支援の充実（P.40～45）

３　生活困窮者への支援の充実（P.40～45）



（１）
　市町や関係機関と連携・協働を図り、切れ目のない支援を実現するため
に、地域の実情を踏まえたネットワークづくりに取り組みます。

○各市町担当者向け説明会
　・R７.10.20開催
　・ひきこもり支援ステーション事業や県の支援等について説明すると
　　ともに市町からの好事例の発表や意見交換を行った。

無

（２）
　広島ひきこもり相談支援センターにおいて、市町や関係機関との連絡協議
会や研修会の開催により、情報共有や好事例の横展開を図ります。

○連絡協議会
・東部センター（R7.9.8開催）
・西部センター（R8.2.5開催）
・各ひきこもり相談支援センター（連絡協議会等）と連携し、市町でのひき
こもり支援の充実・強化に向けた働きかけを行った。

○住民向け研修
　・各ひきこもり相談支援センターにおいて実施した。（R7.10.6、R8.1.10、
R8.1.26）
※支援者向け研修と合わせて実施

無

（３）
　県立総合精神保健福祉センターにおいて、市町や関係機関を対象に研修
会を開催し、ひきこもり支援従事者の人材育成に取り組みます。

○精神保健福祉基礎研修等
・対象者：保健所、市町の精神保健福祉担当課、その他関係課
・地域精神保健福祉業務に携わる関係職員の精神保健福祉に関する知
識及び技術・資質の向上を図ることを目的に各種研修を開催した。

無

（１）

　公営住宅の長期的な安定供給に向けて、県と市町が連携し、将来的に必
要な公営住宅の供給戸数を見据え、建物の長寿命化により事業量の平準化
を図るとともに、地域ごとの需要を踏まえながら適切に更新、維持管理を行
います。

・県営住宅建設事業

○外壁改修等の長寿命化工事を実施した。（県営あさひが丘住宅14号
館外壁改修工事他。）
○著しく老朽化した既存の県営住宅について、地域需要を踏まえた建替
えを実施した。
・県営鯉港住宅建替事業（１期新築工事）
・県営第三上安住宅（仮称）建設事業（新築工事）
・県営熊野住宅南ブロック建替事業（2期解体工事）

無

（２）

　多様な住宅確保要配慮者のニーズに応じた支援を実施していくため、民間
賃貸住宅所有者への住宅セーフティネット制度の普及等を図り、セーフティ
ネット住宅の登録を促進します。
　また、広島県居住支援協議会の活動等を通じ、各部局間や不動産関係事
業団体との連携を強化し、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に取り組
むとともに、地域のニーズに応じた居住支援を実施していくため、市町におけ
る居住支援協議会の設立や居住支援法人の増加に向けた普及啓発を行
い、居住支援体制の充実を図ります。

・広島県居住支援協議会事業

○（公財）日本賃貸住宅管理協会広島県支部と広島県居住支援協議会
の共催により、賃貸住宅のオーナー向けセミナーを開催し、広島県居住
支援協議会の取組紹介を行った。
○全市町の住宅部局職員を対象とした勉強会を実施し、市町単位で居
住支援体制を整備する必要性について啓発したほか、町単位で行政部
局間の顔の見える関係性づくりを目的とした勉強会を開催し、市町居住
支協議会の設立を促進した。
○居住支援法人については、普及啓発の取組により現在25団体が指定
されている。

無

・地域生活定着支援事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・再犯防止推進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

　「広島県再犯防止推進連絡会議」をはじめ、国、県、市町及び民間の関係
機関等による情報共有や連携を促進し、矯正施設退所者等に対する支援体
制の構築に取り組むとともに、犯罪や非行をした人たちの更生について、県
民の理解促進を図ります。

・再犯防止推進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・外国人との共生推進事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・多言語サイト運営事業（Live in Hiroshima） 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・異文化理解促進プログラム 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）
　日本語能力が十分でない外国人に対して、日本語教室を核とした地域コ
ミュニティ拠点を整備し、日本語によるコミュニケーション能力向上の支援及
び地域社会への参画を促します。

・地域日本語教室の拡充 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（３）
　学校における多文化共生の視点をもった日本語指導の実施に向けて、連
絡協議会や研修会の実施等を通じ、教員の指導力向上に取り組みます。

・学びのセーフティネット構築事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（１）
　孤独・孤立対策推進法（令和５（2023）年６月７日公布）で規定されている地
方公共団体の責務を念頭に置き、孤独・孤立対策の推進に向け、市町ととも
に、法の趣旨を踏まえた取組を検討し、実施につなげます。

・国、市町と連携した孤独・孤立対策の推進

○孤独・孤立対策に係る情報収集及び発信
　孤独・孤立対策関係課室メールマガジン等を地域共生社会推進PT構
成課に情報提供。（R8.1末時点：47件）
○孤独・孤立対策推進強化月間の周知
　内閣府孤独・孤立対策推進室が定めた「孤独・孤立対策強化月間」に
ついて、５月の強化月間に合わせ、関連イベントやポスター、相談窓口
等の情報を県ホームページで紹介。
○つながりサポーター養成講座の開催
　困りごとを抱える人に気付き、声掛けができる、困ったときに声を上げ
やすい社会環境を作ることを目的とし、孤独・孤立問題への理解を深め
る研修を実施。（受講申込数：53名）
○（再掲）広島市、福山市において、地域づくりを学ぶ「共に生きる地域
づくりセミナー」を開催。

無

（２）
　行政機関と相談支援機関やＮＰＯ等、「生きづらさ」を抱えている人や世帯
への支援を行っている機関・団体が相互に連携し、効果的に取組を推進する
基盤の構築やアウトリーチ支援の推進に取り組みます。

・支援機関・団体の連携促進、アウトリーチ支援の推進
（再掲）
○事業実施１２市町への交付金（国庫補助）交付による支援。
○事業実施市町への相談・情報提供等による支援。

無

　矯正施設退所者等が地域社会において生活基盤を持ち、社会参画が果た
せるよう、県地域生活定着支援センターと、刑事司法関係機関、就労支援機
関、福祉等関係機関との間で情報共有や意見交換を行い、福祉的支援の充
実や就労支援・職場定着の促進に取り組みます。

（１）

　外国人が孤立することなく安心して生活できるよう、市町と連携して、地域と
のつながりを深めながら生活に必要な情報を外国人同士で共有できる仕組
みづくりに取り組むとともに、住民の異文化理解の促進を図ります。また、医
療・防災、教育・生活安全等や日常生活に関する情報の多言語化と提供機
会の充実に取り組みます。

・ひきこもり対策事業

（１）

４　ひきこもり支援の充実（P.40～45）

５　住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備（P.40～45）

６　矯正施設退所者等の地域定着支援（P.40～45）

７　外国人が安心して生活できる環境整備（P.40～45）

８　配慮が必要な人への支援（P.40～45）



（１）

　福祉サービス利用援助事業（かけはし）の一層の周知を図るとともに、生活
支援員や専門員の担い手の確保・質の向上を図るため、県社会福祉協議会
等が実施する研修や関係機関との連携体制の構築に向けた取組を支援しま
す。

・福祉サービス利用援助事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（２）

　各市町において、成年後見制度等の権利擁護の相談が受けられ、司法専
門職等と連携して課題を整理し、解決策の方針が決定できる体制構築に向
けて、アドバイザーの派遣を通じた市町支援を強化します。また、成年後見制
度の利用等に係る困難ケースへの専門家派遣や機能強化研修の開催等、
各市町の取組の充実・強化に取り組みます。

（３）
　市町の成年後見制度利用促進基本計画の策定に向け、情報提供や助言
等を行います。

（４）
　成年後見制度等に関わる人材が確保され、質の高い支援を提供する仕組
みを整えるため、専門職団体や家庭裁判所等で構成する県域単位の協議会
を設置して、関係団体等と連携・協力し、広域的に人材を確保します。

（５）

　関係機関等を対象とする制度利用に関するガイドラインの作成や、意思決
定支援の考え方を深めるための研修の開催等により、支援の質の向上に取
り組みます。また、県民向けに成年後見制度等の普及啓発を行い、理解促
進と支援を要する人のニーズ把握を行います。

（６）
　市民後見人を養成している市町に対する支援を行うとともに、複数市町で
の市民後見人の養成等について検討します。

・権利擁護人材の担い手養成・確保事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

（１）

［高齢者］
○　市町における通報受理や相談等への対応力を底上げするため、虐待対
応職員を対象とした専門知識や技術を習得するための研修実施のほか、複
雑困難な事例に対する専門家派遣による支援等を行います。
○　引き続き、養介護施設等の管理者及び従事者や養護者を対象とした研
修を実施するとともに、認知証高齢者に対する虐待防止を図るため、認知症
や認知症ケアに関する専門的知識・技術を習得するための研修を実施しま
す。
○　各市町における高齢者虐待防止ネットワークの状況を把握した上で、関
係機関等と連携・協力し、ネットワーク機能の強化による虐待防止につながる
地域づくりに取り組んでいきます。

・高齢者虐待防止ネットワーク会議

・養護者による高齢者虐待対応研修
  基礎編（R7.6）、実践編（R7.7）、ステップアップ編（R7.9）
・養介護施設従事者による高齢者虐待対応研修
  事前学習でのオンデマンド１回、対面での研修２回（R7.7）（R7.8）
・介護福祉士会の出前研修
  ８市町参加

無

（２）

［障害者］
○　障害者虐待事案の未然防止及び早期発見のため、市町及び障害福祉
サービス事業者等並びに学校、保育所等、医療機関及び放課後児童クラブ
等の関係者を対象とした虐待防止・権利擁護研修を毎年開催し、設置・管理
者の受講を徹底します。
○　引き続き、広島県障害者権利擁護センターにおけるパンフレットの作成・
配布、ホームページ等による情報発信等による普及啓発活動に努め、定期
的に障害者虐待防止ネットワーク推進会議を開催し、虐待の未然防止、虐待
が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に取り組むとともに、こ
れらの体制や取組について、定期的に検証を行い、必要に応じて見直し等を
行います。

・障害者虐待防止・権利擁護推進事業

○　障害者虐待防止・権利擁護研修
　・　市町職員等（対面研修１回）
　・　障害福祉サービス事業所等職員（対面研修２回）
　・　障害福祉サービス事業所等職員、学校、保育所等、医療機関、放
課後児童クラブ等の関係者（ＷＥＢ研修１回）
○　障害者権利擁護センター運営委託
○　障害者虐待防止ネットワーク推進会議（１回）※３月開催予定

無

・児童虐待防止対策事業 指標一覧（作業様式２）に記載 有

【わたしらしい生き方応援課】
・「エソール広島」相談事業の実施

・消費者教育
高齢者や障害者など配慮を必要とする人や、民生委員、介護従事者な
ど福祉関係者を対象に啓発講座を実施した。

無

・高齢者支援 指標一覧（作業様式２）に記載 有

・事業者指導
不適正な勧誘等を行った事業者に対する行政処分を実施するとともに、
市町等と連携し悪質な手口等の情報発信を行った。

無

（１）
　社会福祉法人による福祉サービスの質の向上や、利用者による適切な選
択が行われるよう、第三者がサービスの質を評価し、結果を公表するととも
に、サービスへの苦情・不満等を適切に解決する仕組みの充実を図ります。

・福祉サービス苦情解決事業
　県社協に設置している運営適正化委員会への、福祉サービス利用者
等からの苦情・相談等に対応するための活動助成。

無

（２）

　推進組織や関係団体と連携し、福祉サービス第三者評価の受審の有効性
や具体的な活用事例（優良事例等）をホームページ等でわかりやすく紹介す
ることにより、事業所に対する受審意義の浸透と積極的な活用を促します。
○　福祉サービス第三者評価の公表情報が利用者とその家族に積極的に活
用されるよう、評価結果について、写真やグラフ等を活用した可視化や、関係
団体等のホームページへのリンク掲載などによる情報検索の簡易化を図ると
ともに、地域住民の相談役となる民生委員とも連携して積極的な周知を図り
ます。

・県社協による「広島県福祉サービス第三者評価推進委員会」
・事業所への受審意義の浸透と活用促進、利用者等の評価結
果の活用促進

・広島県社会福祉協議会による推進組織「広島県福祉サービス第三者
評価推進委員会」の設置・運営
・評価基準の策定（見直し）、新基準での評価のモデル実施、評価機関
の認証、福祉サービス事業者への受審促進・普及啓発
　【開催状況】（R8.2月時点）
　　推進委員会　２回開催（R7.7月ウェブ、R8.3月書面）
　　研修企画ワーキング　4回開催（R7.7月、R7.10月、R7.11月、R8.3月）
新基準での評価モデル実施（R7.9月高齢・障害・保育の3施設）
　　課題検討ワーキング　１回開催（R8.3月オンデマンド配信）

無

（３）
　障害福祉サービスの質の向上を図るため、情報公表制度を、より多くの利
用者や相談支援専門員等が活用できるよう、普及啓発に向けた取組を実施
します。

・障害福祉サービス等の情報公表制度の活用促進
○集団指導や運営指導を通じて情報公表が義務づけられたことを周知
○新規の事業所指定時に情報公表についての通知文を送付

無

有・暴力被害女性支援体制整備事業

指標一覧（作業様式２）に記載

・地域共生社会推進事業（権利擁護支援の強化） 有指標一覧（作業様式２）に記載

４　福祉サービスの苦情解決及び第三者評価による質の確保（P.52～53）

Ⅵ　総合的な権利擁護体制の構築（P.46～53）

１　成年後見制度等の権利擁護支援の充実（P.46～47）

２　虐待・DV防止対策の充実（P.48～50）

３　消費者被害対策の充実（P.51）

（１）

（２）

［児童・DV］
○　児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応を図るため、体制強化や研
修等により、県こども家庭センターや市町の機能の強化に取り組みます。
○　社会的養護において子供の意見を踏まえた支援を行うため、職員による
処遇決定時等の子供の意見聴取はもとより、県こども家庭センターの一時保
護所や児童養護施設等で、第三者による意見表明支援を行います。
○　暴力の加害者にも被害者にもさせないため、発達段階に応じた予防教育
やデートＤＶ予防講座の実施校の拡大等、若年層からの教育・啓発の充実を
図るとともに、ＤＶに関する相談窓口の周知や、家庭に接する機会のある関
係者への研修等、暴力被害の早期発見・相談に向けて取り組みます。
○　西部こども家庭センターに、困難な問題を抱える女性への支援の中核と
なる「女性相談支援センター」を設置し、広報周知を図るとともに、市町におけ
る支援調整会議の設置促進を図り、関係機関と連携した支援の仕組みづくり
に取り組みます。

　市町や消費者団体、福祉・司法関係団体等と連携し、効果的な情報発信を
行うとともに、地域の民生委員や福祉・介護関係者への出前講座を行う等、
消費者被害対策の充実に取り組みます。

　悪質事業者に対する指導の強化を図るとともに、市町や関係機関・団体等
へ迅速に情報収集・提供し、消費者被害の未然防止・拡大防止につなげま
す。

（３）


